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令和５年度消費生活に関する相談及び取組の状況について 

１　消費生活に関する相談状況 

(1)　消費生活相談体制 

　 ア　県 

消費生活課（広島県生活センター）に消費生活相談員８名を配置し、月曜日から金曜日までの週５ 

日、消費生活相談業務を行っている。 

また、相談者からの複雑・高度な相談に対応するため、弁護士や各分野の専門家による相談を実施 

している。 
 

 

　　　　専門家相談については、ICT等を活用して市町からの相談にも対応 

　イ　市町 

県内全ての市町に相談窓口が開設されており、１団体を除き、消費生活相談員が配置されている。 
このうち、消費者安全法に規定する消費生活センター※を設置しているのは、１１市である。 

注）アンダーラインは、消費生活センター設置市 

 

※　消費者安全法に規定する消費生活センターとは、次の４要件を満たすものである。 

①消費生活相談員資格を有するなど専門的な知識・経験を有する者を配置 

②全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴシステム）の設置 

③週４日以上開設 

④消費生活センターの組織・運営等に関する条例制定 

 

 

 

 消 費 生 活 相 談 　週５回

 
専 

門 

家 

相 

談

弁 護 士 相 談 　週２回

 建 築 ・ 不 動 産

　月１回～年４回
 家計管理・資産運用等

 インターネット取引

 ク リ ー ニ ン グ

 
週 ６ 日 １市 広島市

 
週 ５ 日 １５市町

呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、三次市、庄原市、 
東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、熊野町、安芸太田町、

世羅町、神石高原町
 

週 ４ 日 １市 府中市

 
週 ２ 日 １市 大竹市

 
週 １ 日 １市３町 安芸高田市、海田町、坂町、北広島町

 
２か月に１回 １町

大崎上島町 
（竹原市との広域連携により、竹原市の窓口でも相談可）

資　料 １
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(2)　消費生活相談状況 

ア　相談件数と内容 

○　相談件数は22,993件で、前年度に比べ441件(1.9％)減少。（参考１：図表１） 

《県・市町の窓口における消費生活相談件数※》 
 

※Ｒ３年度から集計方法を一部変更している。 
※対前年度増減率：((Ｂ－Ａ)/Ａ) ×100 

○　「商品一般」に関する相談が1,771件と最多であり、前年度に比べ108件(6.5％)増加。２位の「化

粧品」に関する相談が1,443件で、前年度に比べ451件(23.8％)減少したことが、全体件数が減少

した主な要因。（参考１：図表２） 

《商品・役務別の内訳（上位３項目）》 
 

 

イ　消費生活相談の年齢層別状況（年齢を把握できた相談の状況）（参考１：図表３・４） 

○　30歳未満は「他の教養･娯楽」に関する相談が増加（オンラインゲームの課金や出会い系サイト

におけるトラブルの相談等。対前年度比29.5％増加）。 

○　30歳～64歳では、「化粧品」に関する相談が減少（対前年度比32.1％減少） 

○　65歳以上では「健康食品」に関する相談が増加（ダイエットサプリメントの定期購入やその解約

の相談等。対前年度比19.8％増加）。 

《年齢層別の商品・役務別の状況（上位３項目）》 

○　販売購入形態別では、「インターネット通販」が多く、30歳未満及び65歳以上の年齢層で増加（対

前年度比2.8％、13.9％増加）。ただし、30歳～64歳の年齢層では減少（対前年度比13.4％減少）。 

 

 

 
区　分

Ｒ４年度 
(Ａ)

Ｒ５年度
 件数 

(Ｂ)

対前年度 
増減数

対前年度 
増減率※

 消費生活相談の全体件数 23,434 22,993 △441 △1.9

 消費生活相談（不当・架空請求を除く） 22,615 22,249 △366 △1.6

 不当・架空請求 819 744 △75 △9.2

 
区分 

（順位，内容）
Ｒ４年度

Ｒ５年度
相談の内容  

件数
対前年度 
増減数

対前年度 
増減率

 消費生活相談 
（不当・架空請求を除く）

22,615 22,249 △366 △1.6

 
苦情相談 19,160 19,086 △74 △0.4

 
1 商品一般 1,663 1,771 108 6.5

不審なメール・SMS、個人情報を
聞き出そうとする電話等

 
2 化粧品 1,894 1,443 △451 △23.8

美容液や育毛剤等の意図しない
定期購入や解約等

 
3 役務その他 832 983 151 18.1

副業サポートや質問サイト等の
解約、給湯器の点検商法等

 
問合せ・要望 3,455 3,163 △292 △8.5

 
順
位

30歳未満 30歳～64歳 65歳以上
 

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

 
1

他の教養･ 
娯楽

272 12.8 29.5 化粧品 718 9.3 △32.1 商品一般 673 10.7 △0.9

 
2 理美容 216 10.2 △22.3 商品一般 626 8.1 9.2 化粧品 558 8.9 △5.3

 
3 内職･副業 131 6.2 7.4 集合住宅 445 5.8 6.7 健康食品 339 5.4 19.8

（単位：件、％）

（単位：件、％）

（単位：件、％） 
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ウ　成年年齢引き下げ後の18歳・19歳からの消費生活相談状況（参考１：図表５） 

○　18歳・19歳からの相談は265件で、前年度に比べ26件（10.9％）増加。 

○　「理美容」に関する相談が32件と最多（脱毛エステのクーリング・オフや中途解約に関する相談 

等）であるが、前年度に比べ５件（13.5％）減少。２位の「他の教養・娯楽」に関する相談（30件。 

出会い系サイトにおけるトラブルの相談等）が、前年度に比べ11件(57.9％)増加。 
 

(3)　その他 

ア　県民相談の状況（参考１：図表６） 

県では、県内３か所に県民相談窓口を設置し、行政に関する相談、民事相談（相隣関係等）、家事相

談（相続・遺言等）、交通事故の相談に対応している。 

○　相談件数は、2,745件で、前年度に比べ13.8％（333件）増加。 

○　行政相談（生活・福祉・保健関係等）が前年度に比べ20.6％減少し、家事相談（相続・遺言等）

が44.8％増加。 
 

イ　関連情報等 

○　令和６年度の県と市町の相談窓口開設状況は参考２のとおり 

○　広島県消費者啓発情報サイト　https://nackynailly.com 
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２　令和５年度の取組の状況 

本県では、広島県消費者基本計画（第３次）（以下「第３次計画」という。）に基づき，施策を推進し

ており，令和５年度の実施状況等について報告する。 

 

　　【広島県消費者基本計画（第３次）の概要】 

○計画の位置づけ 

　　　　消費者基本法第４条、消費者安全法第４条第１項、消費者教育の推進に関する法律第10条第１項、

広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例第３条に基づく県計画 
○計画期間 

令和２年度～令和６年度（５年間） 
○基本理念 

県民だれもが、自ら考え自ら行動できる自立した消費者となり、安全で安心に暮らすことができる、

消費者被害のない広島県の実現 
○施策体系 

 

 
(1)　重点的取組の状況 

ア　施策１：消費生活相談体制の充実 

(ｱ)　主な取組 

○　メール相談受付フォームについて、より適切な助言ができるように、聞取に必要な項目を追加す

るとともに、相談者の入力負担軽減のため必須項目を削減するなど改修。〔別紙２施策番号１（以下

番号のみ記載）〕 

○　消費者が自らに合った方法で相談したり、問題解決ができるようＦＡＱ（よくある相談事例）の 

事例を追加（合計72事例を掲載）。〔６〕。 

　　　○　メール相談やＦＡＱによる相談対応や助言を行っていることについて、WEB広告等で広報。 

○　「消費生活相談員に対する体系的な研修計画」（Ｒ３年度策定）に基づき、研修等を通じた相談員 

のスキルアップに向けた取組を行ったほか、相談員間の交流も兼ねた「事例検討会」を開催。〔16、17〕 

○　県生活センターでは、県と市町相談員を直通ダイヤルで結んだヘルプデスクやＩＣＴ等を活用し 

て、市町に寄せられた複雑・困難な案件の共同処理や、市町窓口閉所日に寄せられた相談案件に対 

応。 

また、弁護士等による専門家相談を実施し、市町相談窓口の利用者及び市町相談員等が弁護士等 

の専門家に相談する機会を確保。〔18〕 

 

 
基 本 的 方 向 施　　策　　目　　標

 
Ⅰ　消費者被害の防止と 

救済

１　消費生活相談体制の充実【重点的取組①】 
２　外国人・高齢者等への支援【重点的取組②】 
３　事業者指導の強化

 Ⅱ　消費者の選択の機会と 
安全・安心の確保

４　商品・サービス・食品の安全性の確保 
５　事業者の適正な情報提供と消費者の選択機会の確保

 

Ⅲ　消費者教育の推進

６　様々な場における消費者教育の推進 【重点的取組③】 
７　消費者教育推進のための人づくり 
８　消費生活と関連する他の教育との連携推進

 Ⅳ　県民意見の反映と多様な主

体との連携・協働

９　消費者行政への県民意見の反映 
10　関係機関等との連携・協働
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(ｲ)　成果指標の状況 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
　　※5　県内市町の消費生活相談窓口の開設日数：Ｒ５年度 

 

(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

　　  ○　県生活センターでは、メール相談フォームの改修やＦＡＱの掲載事例を増やす等、消費者が自ら 

に合った相談方法で相談できる体制整備が進んだ。 

　　　○　一方で、上記指標にあるとおり、県生活センターにおけるメール相談は、令和５年度に211件対応 

したが、割合としては4.0％に留まっている。主な利用を見込む、若年層と中年層に対する周知広報 

等を行い、利用促進を図る。 

　　  ○　市町の相談窓口開設日数は、令和４年度に一部減少し、令和５年度も同様の状況が継続している。

なお、相談窓口が開設されない日は、県生活センターで相談対応を行っている。 

引き続き、市町に対する研修や助言等を行い、市町の相談対応を支援するとともに、次期計画策 

定に向け、市町の現状・課題の把握を進める。 

 

イ　施策２：外国人・高齢者等への支援 

　　(ｱ)　主な取組 

○　日本語の話せない外国人が県内のどこの消費生活相談窓口でも消費生活相談ができるよう、ひろ 

しま国際センターと連携・整備した三者通話による外国語相談窓口、並びに同センターと作成した 

外国人からの消費生活相談対応に必要となる通訳確保マニュアル（R2策定）について、消費相談員 

等に周知。〔21〕 

○　高齢単身者等の離れて暮らす家族向けに、消費者トラブルの早期発見や対処に必要な情報を提供 

し、適切に相談につながるよう、年末年始等の帰省時期に、県と全市町の公式ＳＮＳ等で注意喚起 

情報を配信。〔29〕 

　　　○　高齢者本人への啓発として、リーフレット（高齢者の消費者トラブル事例集）を作製し、高齢者 

と日常的に接点のある団体企業と連携した取組に着手し、県薬剤師会の協力を得て、賛同を得られた

薬局において配付した。〔27〕 

 

(ｲ)　成果指標の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開設日数 週６日 週５日 週４日 週２日 週1 日 隔月１日

 市町数 １市 10市５町 １市 １市 １市３町 １町

 
重点的取組 成果指標

策定時 
(Ｈ30)

目標値 
(Ｒ6)

現状値 
（R5※4）

 
(1)県生活センター 

の充実　　　　　　　 

県生活センターにおける電

話及び面接以外の相談件数

の割合

1.9％ 10.0％以上 4.0％

 
(2)市町相談体制充 

実に向けた支援

Ｒ元年度の消費生活相談窓

口開設日数が維持された市

町数※5

23市町 23市町 21市町

 
重点的取組 成果指標

策定値 
(Ｈ30)

目標値 
(Ｒ6)

現状値 
（R5）

 
(1)外国人等への 

情報提供　

外国人等からの県・市町の相

談受付件数
９件 40件以上 43件

 
(3)高齢者等への 

支援　

単身高齢者等の家族への情

報提供体制を整備した市町
― 23市町 23市町

※４　令和５年度末の数値
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(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　外国人等については、上記指標にあるとおり相談受付件数が目標を上回って推移しており、一定

の取組の成果がうかがわれる状況となっている。 

今後も、日本語学校等の外国語関係機関のヒアリングなどにより、外国人の相談状況の把握に努 

めるとともに、引き続きSNS等での周知を図る。 

○   高齢単身者等の離れて暮らす家族向け注意喚起は、全市町が実施し、配信日は県ホームページの 

表示回数が通常平均値の200倍以上に増加するなど、一定の効果が見られた。 

引き続き、SNSによる情報発信の効果を把握しつつ、内容などの改善を図るとともに、連携先の 

拡大を図るなど広報周知を強化する。 

 

ウ　施策６：様々な場における消費者教育の推進 

(ｱ)　主な取組 

○　消費者啓発講座として、県・市合わせて22市町340回の講座を開催〔68、72、95〕 

○　若者の消費者被害防止サイト（広島県消費者啓発サイト）やWEB広告、SNS（Facebook、Twitter）

等を活用し、若者が被害に遭いやすい消費者トラブルに関する情報を提供するとともに、消費生活

センターの広報を合わせて行い、相談窓口やメール相談に誘導〔81〕 

○　メールマガジン「くらしのフレッシュ便」」（10月以降は「消費者トラブル注意情報」にリニュー 

アル）に被害事例、事故情報等をはじめ、消費生活に係る情報を掲載し、市町及び希望する大学等 

各種学校に配信〔80〕 

 

(ｲ)　成果指標の状況 

 

 

 

 

 

 

(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　消費者啓発講座の開催回数は、上記成果指標のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により 

令和２年度以降、高齢者向けの講座を中心に低迷し、回復に至っていない。 

高齢者本人に対する関係機関と連携した啓発活動を行うとともに、啓発講座の開催数がコロナ禍 

の前の水準を上回るよう市町とも連携して取り組む。 

○　本県では、18・19歳からの相談件数が増加傾向にあるなど，成年年齢の引き下げの影響が伺われ 

る状況となっていることから、若者の主要なコミュニケーションツールであり前年度実施して視聴 

効果の高かったSNSを活用したWEB広告等により注意喚起や相談窓口の周知を図る。 

 

 エ　施策７：消費者教育推進のための人づくり 

(ｱ)　主な取組 

○　中学校、高等学校及び特別支援学校の教員を対象に、実践的な消費者教育に資するための知識の 

習得を図ることを目的にした「消費者教育指導者研修会」を開催。〔104〕 

○　トラブル事例にとどまらず消費者として身に付けておくべき基礎的な知識等にも視点を 置いた 

啓発講座を市町、高等学校・大学等で開催する際に補助教材として活用してもらえるよう、消費者 

教育イメージマップの２領域（製品安全、持続可能な消費）について、標準教材（パワーポイント 

等）を県ホームページに加え、当課の消費者啓発情報サイトでも提供。〔107〕 

 

 

 

 

 

 
重点的取組 成果指標

策定時 
 (Ｈ30)

目標値 
(Ｒ6)

現状値 
（R5）

 
(1)～(3) 
消費者教育の推進

地域において啓発講座を開

催する市町数及び開催回数

県･22市町 
350回

県･23市町 
430回

県・22市町 
340回
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(ｲ)　成果指標の状況 

 

 

 

 

 

 

(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　消費生活相談員以外の講師登録者数は、令和４年度に６人増加したが、その後、増加していない。 

消費者問題以外の講師派遣ニーズが低調なため、新たな登録を進めるよりも、まずは活用されるよ 

う周知広報に優先的に取り組んだ。 

○　上記の講師や、ホームページで提供しているに公開した消費者教育教材が、消費者教育に幅広く活 

用されるよう、講座や講師派遣の取組の広報を図る。 

 

(2)　上記３以外の取組の評価と今後の対応 

ア　施策３：事業者指導の強化 

　(ｱ)　主な取組 

○　事業者指導専門員として、警察ＯＢを２名配置し特定商取引法に基づく勧誘・契約・解約時におけ 

る問題点等について、事業者に対し、適宜、口頭・文書で指導。〔31〕 

○　令和５年度は、訪問販売（ロードサービス、害虫等の駆除）で、低料金のネット広告を見て依頼 

した消費者に対し、作業の詳しい説明を行わずに契約締結を勧誘し、作業後に高額な料金請求等を 

行っていた事業者とその代表者について、特定商取引法に基づく行政処分を実施。〔31〕 

 

(ｲ)　参考指標の状況 

 

(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　悪質事業者への対応については、県内市町や、近隣県、県警等と連携体制を確保し、時機を逸せ

ず、必要な指導や処分につなげることができたが、依然として消費者被害が発生していることから、

今後も、関係機関と連携を図り厳正に対応する。 

○　上記指標(2)「事業者に対する不適切行為の指導回数」は、県と事業者との情報交換等の機会に行

っている軽微な指導等であるが、コロナ禍で、情報交換のための来所が途絶えたり、頻度を減らし

た事業者があることなどにより回数が減少した。今後、消費生活相談窓口に寄せられる相談状況の

モニタリングを通じ、必要に応じて、当課から働きかけを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他の取組 参考指標

策定時 
(Ｈ30)

現状値 
（R5）

 

(1)悪質事業者に対する指導・取締

りの強化

消費者聴取の実施件数 １３件 １２件

 
業務改善要請の実施件数  ６件 ５件

 
行政処分の実施件数 　２件 １件

 (2)事業者のコンプライアンス意識

の向上促進

事業者に対する不適切行 
為の指導回数

１５２回 ８３回

 
重点的取組 成果指標

策定時 
(Ｈ30)

目標値 
(Ｒ6)

現状値 
（R5）

 
(1)人材の育成・ 

支援　

消費生活相談員以外の講師

登録者数
５人 21人以上 11人
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イ　施策４：商品・サービス・食品の安全性の確保 

(ｱ)　主な取組 

○　消費者庁等から通知された事故情報について、県ホームページに掲載したほか市町に通知し注意 

喚起。〔40〕 

○　消費生活用製品安全法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査を実施し、家庭用品等の指定製 

 品の表示について検査を実施。〔45〕 

○　中国地方電気通信消費者支援連絡会や不動産取引の適正化に関する連絡会等、多様な分野の事業 

者団体と苦情相談の状況や最新の業界内情報等について意見交換。〔50〕 

　　 

(ｲ)　参考指標の状況 

 

(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　事故情報について、迅速に通知し、又は注意喚起を行い、県民の重大事故の拡大防止を図ること

ができた。 

○　法令に基づく検査を実施し、事業者の適正な事業活動、適正表示を促進した。 

○　依然として製品事故は発生しており、県民が消費生活相談窓口に相談した、商品利用時の不安や 

不満などについて、引き続き、県と事業者団体等で共有を図り、安全性等の確保につながるよう取 

り組む。 

 

ウ　施策５：事業者の適正な情報提供と消費者の選択機会の確保 

(ｱ)　主な取組 

　　 ○　事業者指導専門員を１名配置し、景品表示法に係る事業者からの様々な相談に対応〔52〕 

○　食品をはじめとする商品・サービスの表示を行う事業者に対する取組を中心に、法に違反 

する疑いのある表示について指導を実施〔52〕 

○  広島県食品表示対策連絡会、広島県食品安全推進協議会等を通じ、庁内で情報共有〔57〕 

 

(ｲ)　参考指標の状況 

 

　(ｳ)　取組の評価と今年度の対応 

○　関係法令の所管課や消費者団体等と連携した取組を継続して実施している。 

○　引き続き、連携体制を確保し、消費者の選択機会の確保が図られるよう取り組む。 

○　上記指標(2)「食品表示ウオッチングカードの回収枚数」は、新型コロナウイルス感染症の影響で 

減少し回復していない。今後、消費者団体に意見聴取を行うなど、取組の改善を図りながら活動が

促進されるよう取り組む。 

 

 

 
取組 参考指標

策定時 
(Ｈ30)

現状値 
（R5）

 

(1)表示等の適正化の推進

景品表示法に基づく事業者指 
導回数

１０件 ４件

 景品表示法に係る事業者から 
の相談件数

７０件 ７１件

 
(2)表示等の活用推進

食品表示ウオッチングカード 
の回収枚数

１,２８７枚 ７１７枚

 
その他の取組 参考指標

策定時 

(Ｈ30)

現状値 

（R5）
 

(1)法に基づく指導・情報提供等 製品事故情報の発信回数 ２３回 １９回

 
(2)関係団体との連携 事業者団体との情報交換回数 １８回 ２２回
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エ　施策８：消費生活と関連する他の教育との連携促進 

(ｱ)　主な取組 

　　　○　環境学習など関連する分野の講師に対し、消費者教育に関する研修機会の提供〔110、114〕 

○　県、市町、広島県金融広報委員会※、広島司法書士会等が実施している出前講座等の情報を集約し、 

県の運営するWebサイト「消費者教育・啓発のための出前講座等検索システム（広島県内）」で提供 

〔119〕 

　　　　※広島県金融広報委員会：広島県、財務省中国財務局、日本銀行広島支店、県内の金融機関等で構成し、中立・

公正な立場から、くらしに身近な金融に関する広報・消費者教育活動を行っている団体 

 

(ｲ)　取組の評価と今年度の対応 

　  　○　消費生活に関連する他の分野の講師に対する研修機会の提供を通じ、相互理解が図られており、 

継続して実施する。 

○　出前講座等の情報が検索できる環境整備を図っており、引き続き、検索システムを通じ情報提供 

を行うとともに、当システムについて、県民や関係機関に対して広報周知する。 

 

オ　施策９：消費者行政への県民意見の反映 

(ｱ)　主な取組 

　　  ○　広島県消費生活審議会の開催や、消費者団体等との個別の意見交換などを行ったほか、消費者啓

発講座における参加者アンケートの実施等により、県の消費者行政や個別の取組に対する意見等

の把握を行った。〔121、122、123〕 

 

(ｲ)　取組の評価と今年度の対応 

　 　○　これまで様々な形で県民の意見聴取を行っており、今後も必要に応じて改善を図りながら、継続し 

て実施する。 

 

カ　取組10：関係機関等との連携・協働 

(ｱ)　主な取組 

○　県庁内の各種協議会等と連携した取り組みを行ったほか、中国経済産業局、中国地方各県特商法 

所管課及び県警等で構成する「中国地方悪質事業者対策会議」を開催し、悪質事業者等の情報交換 

を実施〔125、126〕 

○　「多重債務者相談強化キャンペーン2023」期間中（令和５年９月～12月）に、弁護士会等と連携 

し、広島市において「お金のトラブルとこころのケアに関する無料相談会」を開催するとともに、 

県生活センターにおいて、ファイナンシャルプランナーによる会計管理相談会（無料）を実施〔136〕 

 

(ｲ)　取組の評価と今年度の対応 

○　これまでの取組を通じ、県内関係機関による連携体制の構築が進んでおり、今後も、関係機関・団 

体と連携協働し、施策の充実に取り組む。 
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令和５年度消費生活等に関する相談状況（詳細） 

《図表１》県・市町の窓口における消費生活相談件数（過去10年） 
 

 

《図表２》商品・役務別の内訳（上位10項目） 

《図表３》相談者年齢層別の内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)　消費生活相談（不当・架空請求を除く）の件数 

 
区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度  

 消費生活相談の全体件数 28,701 26,799 25,997 30,471 27,123 25,165 25,371 23,234 23,434 22,993

 消費生活相談 
（不当・架空請求を除く）

24,024 22,623 22,171 20,468 20,511 22,447 24,318 22,196 22,615 22,249

 不当・架空請求 4,677 4,176 3,826 10,003 6,612 2,718 1,053 1,038 819 744

 区分 
（順位，内容）

件数 構成比
対前年度
増減数

対前年度 
増減率

相談の内容

 消費生活相談 
（不当・架空請求を除く）

22,249 100.0 △366 △1.6

 
苦情相談 19,086 85.8 △74 △0.4

 
1 商品一般 1,771 8.0 108 6.5

不審なメール・SMS、個人情報を聞き出そう

とする電話等

 
2 化粧品 1,443 6.5 △451 △23.8

美容液や育毛剤等の意図しない定期購入や

解約等

 
3 役務その他 983 4.4 151 18.1

副業サポートや質問サイト等の解約、給湯

器の点検商法等

 
4 集合住宅 869 3.9 57 7.0

敷金の返還、借家の明け渡し、修理代、保

証金等

 
5 健康食品 814 3.7 69 9.3

ダイエットサプリメント等の意図しない定

期購入や解約等

 
6 他の教養･娯楽 636 2.9 102 19.1

オンラインゲームの課金、出会い系サイト

等

 
7 自動車 617 2.8 142 29.9

中古自動車の購入、自動車買取・修理・車

検等

 
8

インターネット通信

サービス 588 2.6 △90 △13.3 光回線の勧誘等

 
9 戸建住宅 541 2.4 27 5.3

屋根修理、外壁塗装等のリフォームの不具

合等

 
10 融資サービス 529 2.4 △26 △4.7 多重債務の整理、住宅ローンの返済等

 
その他 10,295 46.2 △163 △1.6

携帯電話サービス、金融関連サービス、紳

士・婦人洋服、タバコ用品、脱毛エステ等

 
問合せ・要望 3,163 14.2 △292 △8.5

（単位：件、％）

参考１ 
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《図表４》年齢層別の商品・役務別と販売購入形態別の内訳（上位５項目） 

　【商品・役務別】 

【販売購入形態別】 

 
《図表５》18歳・19歳の主な相談内容・件数（上位５項目） 

 

《図表６》県民相談の主な相談内容・件数 

 
順
位

30歳未満 30歳～64歳 65歳以上
 区分 件数 構成比

対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

 
1 他の教養･娯楽 272 12.8 29.5 化粧品 718 9.3 △32.1 商品一般 673 10.7 △0.9

 
2 理美容 216 10.2 △22.3 商品一般 626 8.1 9.2 化粧品 558 8.9 △5.3

 
3 内職･副業 131 6.2 7.4 集合住宅 445 5.8 6.7 健康食品 339 5.4 19.8

 
4 集合住宅 128 6.0 △2.3 健康食品 364 4.7 11.3 役務その他 324 5.2 31.2

 
5 商品一般 106 5.0 19.1 役務その他 353 4.6 17.7

インターネット
通信サービス 238 3.8 △10.9

 
順
位

30歳未満 30歳～64歳 65歳以上
 区分 件数 構成比

対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

区分 件数 構成比
対前年度 
増減率

 
1

インターネッ
ト通販

729 34.3 2.8
インターネッ
ト通販

2,736 35.5 △13.4
契約前の相談
等

1,696 27.1 2.7

 
2 店舗購入 486 22.9 △13.8

契約前の相談
等

1,825 23.7 5.5
インターネッ
ト通販

1,342 21.4 13.9

 
3

契約前の相談
等

361 17.0 7.8 店舗購入 1,490 19.3 △3.2 店舗購入 1,092 17.4 3.7

 
4

インターネット
以外の通信販売

229 10.8 30.1
インターネット
以外の通信販売

769 10.0 △3.8
インターネット
以外の通信販売

765 12.2 △1.8

 
5 電話勧誘販売 168 7.9 55.6 電話勧誘販売 399 5.2 7.0 訪問販売 591 9.4 16.3

 区分 
（順位，内容）

件数 構成比
対前年度 
増減数

対前年度 
増減率

相談の内容

 
消費生活相談（不当・架空請求を除く） 265 100.0 26 10.9

 
苦情相談 246 92.8 20 8.8

 
1 理美容 32 12.1 △5 △13.5

脱毛エステのクーリング・オフや中途解約
等

 
2 他の教養・娯楽 30 11.3 11 57.9 出会い系サイトにおけるトラブル等

 
3 化粧品 15 5.7 △6 △28.6

美容液等の意図しない定期購入やその解約
等

 
3 内職・副業 15 5.7 4 36.4 副業サイトでのトラブル等

 
5 商品一般 13 4.9 4 44.4 覚えのない請求、不審なSMS等

 
その他 141 53.1 12 9.3

新電力への契約変更、中古自動車の購入ト
ラブル、洋服等

 
問合せ・要望 19 7.2 6 46.2

 区分 件数 構成比
対前年度 
増減率 内容

 総数 2,745 100.0 13.8 令和４年度2,412件から333件増加

 行政相談 416 15.2 △20.6 生活・福祉・保健関係196件等

 民事相談 1,335 48.6 12.3 借地・借家222件、土地境界・相隣関係195件等

 家事相談 869 31.7 44.8 相続・遺言366件、結婚・離婚231件等

 交通事故相談 125 4.5 26.3 賠償関係80件、保険関係21件等

（単位：件、％）

（単位：件、％）

（単位：件、％）

（単位：件、％）
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令和６年度消費生活相談窓口の開設状況 

令和６年度県民相談窓口の開設状況 

 
相談窓口名 窓　口　開　設　日　等

令和５年度 
相談件数

 
県 県 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。）９時～17時

5,217 
（22.7%）

 

市 

町

広 島 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
火曜日を除く毎日（年末年始は除く。） 
　10時～19時

7,627

 呉 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。）　 
　８時30分～16時30分（12時～13時は休み）

1,320

 竹 原 市 消 費 生 活 相 談 室 
(竹原市及び大崎上島町にお住まいの方の相

談窓口)

月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　10時～16時（12時～13時は休み）

133

 大崎上島町消費生活相談窓口
奇数月の第１金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　10時～15時（12時～13時は休み）

2

 三 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

577

 尾 道 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～17時（12時～13時は休み）

846

 福 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　８時30分～16時30分

4,378

 府 中 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜、火曜、木曜、金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　10時～16時（12時～13時は休み）

182

 
三 次 市 消 費 生 活 セ ン タ ー

月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
※ただし、水曜日は相談員は不在 
　９時～16時（12時～13時は休み）

205

 庄 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

86

 大 竹 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
火曜日、金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

65

 東 広 島 市 消費生活センター 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～17時（12時～13時は休み）

1,114　

 廿 日 市 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

725　

 安芸高田市消費生活相談窓口
火曜日（祝日，年末年始は除く。） 
　９時30分～16時30分（12時～13時は休み）

43

 
江 田 島 市 消 費 生 活 相 談 窓 口

月曜～金曜日（注）（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み） 
（注）金曜日は９時～15時（12時～13時は休み）

35　　　

 府中町消費生活相談コーナー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

213　

 海 田 町 消 費 生 活 相 談 窓 口
木曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時30分～16時（12時～13時は休み）

12　

 
熊 野 町 消 費 生 活 相 談 窓 口

月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
※ただし、相談員の勤務は月・水曜日のみ 
　10時～16時（12時～13時は休み）

53　

 坂 町 消 費 生 活 相 談 窓 口
木曜日（祝日、年末年始は除く。） 
９時～16時（12時～13時は休み）

21　

 安 芸 太 田 町 消 費 生 活 相 談 所
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

10　

 北 広 島 町 消 費 生 活 相 談 室
木曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　10時～16時（12時～13時は休み）

44

 世 羅 町 生 活 安 全 相 談 窓 口
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　10時～16時（12時～13時は休み）

23

神石高原町消費生活相談窓口
月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。） 
　９時～16時（12時～13時は休み）

62

 
計

17,776 
（77.3%)

 県・市町　合計 22,993

 
相談窓口名 窓　口　開　設　日　等

令和５年度 
相談件数

 県 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く。）９時～17時 1,932

 東部地域県民相談室〔福山市〕 月曜～金曜日 （祝日、年末年始は除く。） 
９時15分～16時 

（12時～13時は休み）

617

 北部地域県民相談室〔三次市〕 月曜～金曜日 196

 合　　計 2,745

参考２ 


